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令和８年度静岡県社会福祉協議会 
こどもの居場所応援基金事業費助成金 

募 集 要 領 
 

こどもの居場所の運営を支援するため、こどもの居場所を運営する団体等に対し、
助成金の交付を行います。 
 
１ 対象となる者 
（１）こどもの居場所の開催 

県内でこどもの居場所を運営する団体又は個人（以下「団体等」という）で 
年間６回以上実施することが必要です。 

（２）夏休み期間中（７月 20 日～8 月 31 日）に食事の提供を行うこどもの居場所
の開催 
 県内で食事を提供するこどもの居場所を運営する団体等で年間 12 回以上の
実施計画を有し、うち夏休み期間（7 月 20 日～８月 31 日）に６回以上実施
することが必要です。 

（３）こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げ 
    令和８年度４月１日時点で、こどもの居場所がない小学校区において、令和

８年度に新たにこどもの居場所を設置する団体等が対象です。 
    初回開催日から１年間に６回以上の居場所開催の実施計画を有すること必

要です。 
    いずれも暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している場合は対象外とし

ます。 
 

【本事業における「こどもの居場所」の定義】 
無料又は低額な料金で地域のこどもを対象に行う活動で、次のいずれかに該

当するもの。ただし、自治体の委託により実施する事業は対象外とします。 
・こども食堂:食事の提供 
・学習支援:学習習慣の定着、基礎的な学力向上等のための自主学習の支援 
・遊び場の提供:自由に遊び、くつろぐことができる場の提供 
・その他、こども同士または地域住民との交流等を行う場の提供 

 
２ 対象経費と助成上限額 
（１）対象経費 

食料費、消耗品費、備品購入費、光熱水費、使用料、賃借料その他社会福祉法
人静岡県社会福祉協議会（以下、県社協）の会⾧が必要と認める経費。ただし、
スタッフの人件費と交通費は除きます。 

ただし、こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げについては、
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スタッフの交通費、工事請負費、備品購入費その他社会福祉法人静岡県社会福祉
協議会（以下、県社協）の会⾧が必要と認める経費も含みます。 

（２）助成上限額 
予算総額の範囲内において、１団体等につき 1(1) 及び(2)それぞれ上限 10 万

円、(3)については上限 20 万円 
実支出額から寄附金その他の収入額（県社協以外の補助金・助成金、寄付金、

参加費等収入）を除いた額となります。 
※上限額は申請団体数に応じて減額する場合があります。 

 
３ 助成の回数  
（１）１(1)及び(2)それぞれで５回まで 
（２）１(3)については、同一団体等による同一小学校区における申請は１回まで 
   ※同一小学校区において複数の団体から申請があった場合は、それぞれの申請

を個別に受け付ける 
 
４ 事業の実施期間 

令和８年４月１日（水）から令和９年３月 31 日（水） 
※こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げについては、初回開催
日から１年間 

 
５ 応募方法 
（１）応募期間 
（１）こどもの居場所の開催 

令和８年 12 月 25 日（金）まで ※消印有効 
（２）夏休み期間中（７月 20 日～8 月 31 日）に食事の提供を行うこどもの居場所

の開催 
   令和８年８月 14 日（金）まで ※消印有効 
（３）こどもの居場所がない小学校区における居場所の立上げ 
   令和８年 12 月 25 日（金）まで ※消印有効 
   ※いずれも予算の関係により期限前に締め切る場合があります。 
 
 
 
（２）応募手続き 

以下の書類を、下記提出先まで郵送又は持参するか、電子メールで送信してく
ださい。 

なお、持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く、午前９時から午後５時まで
とします。 
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【提出書類（各 1 部）】 
ア 交付申請書（静岡県社会福祉協議会こどもの居場所応援基金事業費助成金交付要綱 様式第１号） 
イ 事業計画書（           〃           様式第２号） 
ウ 収支予算書（           〃           様式第３号） 
エ 団体等概要（           〃           様式第４号） 

◎交付要綱、申請様式等は、県社協ホームページからダウンロードできます。 
 https://shizuoka-wel.jp/  
⇒新着情報 
⇒令和８年度 静岡県社会福祉協議会こどもの居場所応     

援基金事業費助成金のお知らせ 

◎インターネット環境が整っていない方は、郵送にて下記
問い合わせ先に返信用封筒（角２封筒に返信用切手180円
を貼付）を同封し、申請書類を請求してください。 

◎必要に応じて、参考書類の追加提出を求める場合があり
ます。 

 
６ 助成事業者の採択 

県社協会⾧は、対象事業者要件、事業内容の妥当性等の観点から審査を行い、助
成事業者を採択し、交付決定をします。 

 
７ 事業の報告 
（１）報告期限 

事業完了の日から起算して 30 日を経過した日又は令和９年 4 月７日（水）の
いずれか早い日まで 

 
（２）報告方法 

以下の書類を、下記提出先まで郵送又は持参するか、電子メールで送信してく
ださい。 

 
【提出書類（各 1 部）】 
ア 実績報告書（静岡県社会福祉協議会こどもの居場所応援基金事業費助成金交付要綱 様式第６号） 
イ 収支決算書（           〃           様式第３号） 

◎必要に応じて、参考書類の追加提出を求める場合があります。 
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８ 助成金の申請から支払いまでのスケジュール 

事業実施期間 

（１）こどもの居場所及び夏休み期間中の開催 
令和８年４月 1 日（水）から令和９年３月 31 日（水） 
（２）こどもの居場所がない小学校区における居場所の立
上げについては、初回開催日から１年間 

交付申請の提出 

（１）こどもの居場所の開催 
令和８年 12 月 25 日（金）まで ※消印有効 
（２）夏休み期間中（７月 20 日～8 月 31 日）に食事の
提供を行うこどもの居場所の開催 
令和８年９月 30 日（水）まで ※消印有効 
（３）こどもの居場所がない小学校区における居場所の立
上げ 
令和８年 12 月 25 日（金）まで ※消印有効 

交付決定通知 交付申請受付から３か月以内 

概算払い請求書の提出 別に定める日まで 

助成金の支払い 概算払請求書受領日から 30 日以内 

実績報告書の提出 
事業完了の日から起算して 30 日を経過した日又は 
令和９年 4 月５日（月）のいずれか早い日まで 

交付確定通知 実績報告書類受領日からおおむね 1 か月後 

助成金の返金（該当者） 別に定める日まで 

消費税仕入控除税額等
の報告（該当者） 

確定申告により消費税仕入控除税額等が確定した後速やかに 

 
９ 留意事項 
（１）提出された応募書類等は返却しません。お手元に控えの保存をしてください。 
（２）助成対象経費は、事業実施期間中に支払ったものが対象です。 
 
10 助成金交付先の公表 

助成金を交付した個人及び団体について、団体等概要（要綱様式第４号）の活動名、
開催場所(所在地）及び助成額を静岡県社会福祉協議会ホームページ等で公表しま
す。 
 

 
 
 
 

【申請書類の提出先及び問い合わせ先】 
〒420-8670 静岡市葵区駿府町 1-70 

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会 
福祉企画部 地域福祉課（藤下・小澤・松永） 
TEL : 054(254)5224  FAX : 054(251)7508 
E-mail : kodomo@shizuoka-wel.jp 


